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第９８回自衛隊員倫理審査会議事録 

 

１ 日 時 

  令和５年７月５日（水）１４時００分～１５時００分 

 

２ 場 所     

  防衛省Ｄ棟３階 第１庁議室 

 

３ 出席者 

  （委 員） 太田会長、髙木委員、能勢委員、山宮委員、諏訪委員 

  （防衛省） 鈴木服務管理官 

 

４ 議 事 

(１) 開会の辞 

○ 太田会長 只今より「第９８回自衛隊員倫理審査会」を開催させていただきます。 

各委員の皆様におかれましては、御多忙中のところ御参集いただきまして、誠にあり 

がとうございます。 

 

(２) 第９７回自衛隊員倫理審査会議事録について 

 ○ 太田会長 それでは、本日の議題に入ります。 

議題の１番目は、前回の審査会の議事録の御承認をいただくことです。 

御手元の資料２「第９７回自衛隊員倫理審査会議事録」について、案はあらかじめお配 

りしておりますが、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

 

○ 委員 意見なし。 

 

○ 太田会長 それでは、議事録につきましては、特段の御意見もないようですので、承

認につきましては、他の議題についての議論を終えた後で、一括して行いたいと思いま

す。 

 

(３) 令和４年株取引等報告書について 

○ 太田会長 議題の２番目は、「令和４年株取引等報告書について」です。 

この審査は、倫理法第７条の規定に基づいて、本省審議官級以上の隊員から提出され

た報告書について、審査を行うものです。 

それでは、服務管理官から御説明をお願いします。 

 

○ 服務管理官 それでは、令和４年株取引等報告書の総括表を用いまして。御説明いた 

します。自衛隊員倫理法に基づきまして、禁止されていますのは、利害関係者からの未

公開株の譲り受けでございます。この点につきましては、資料３をご覧いただきますと、 
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令和４年におきましては、未公開株の取得譲渡はないということでございます。 

令和４年におきまして、株取引等の報告がありましたものについて、御説明いたしま

す。報告がありました件数は１１件でございます。このうち連番２、８、１０、１１に

つきまして補足いたしますと、株の取引を行った期間というのは、通年で報告を行いま

すが、年の途中において、本省審議官級以上に就任いたしまして株を取引きした場合に

は、１年間在籍していなくても報告の義務がございますので、今申し上げた４名につき

ましては、年の途中において本省審議官級以上に就いて、株取引等をしております。そ

の結果、次の資料の所得等報告書につきましては、本省審議官級以上に通年で在職して

いた者が報告の義務がございますので、株の取引がございましても、所得等報告書には

名前が上がってこないことになっております。 

 株取引等報告書の内容でございますが、事前の御説明の中で、ご質問がありました点 

について、御説明させていただきます。連番２において、取得した株式が１株や２株な 

どの小さい単位になっているものがございますが、近年では株の取引は、１株などの少 

数単位であっても、証券会社によりましては売買することができますので、これらの取 

引は特別なものではなく、通常の取引の中で少数の株の取得がなされたということで

ございます。 

 次に連番３でございますけれども、この中で株が９００株、取得が０円で譲渡も３０ 

０株、取得が０円という記載がございますけれども、ここの意味するところは、株を３ 

００株取得したものを、株式分割を行い、３倍にしていることから、３００株を譲渡し 

て、９００株を取得したということで、譲渡と取得がそれぞれ０円になっております。 

 それから連番５で株の取得が２件あり、いずれも０円となっておりますが、こちらは 

注意書きのとおり、生前贈与を受けたということで０円となっております。 

 連番８で、外国企業の株の取得譲渡がございますが、どのような業種であるかについ 

ては、括弧書きで記載させていただきました。外国株の取引につきましては、現在にお 

いては、通常の証券会社から購入することができるものでございまして、特別な入手 

ルートではなく、通常の取引で取得や譲渡をしているということでございました。 

 株取引等報告書の説明については、以上になります。 

   

○ 太田会長 ありがとうございました。 

  それでは、ここで株取引等報告書の審査に入らせていただきます。株取引等報告書に

対する御質問、御意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○ 委員 外国株を取引することは禁止されていないということですか。 

 

○ 服務管理官 おっしゃる通りです。 

 

○ 委員 外国株を日本の証券会社から購入することができるという認識でよろしいで

しょうか。 
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○ 服務管理官 おっしゃる通りです。 

 

○ 委員 以前、防衛産業の株を買われている方がいましたが、自衛隊の装備品を製造し

ている会社と株取引を行っても問題がないという認識でよろしいでしょうか。 

 

○ 服務管理官 おっしゃる通りです。 

 

〇 太田会長 他に何かございますでしょうか。特段の御意見がないようでしたら、株取 

引等報告書は以上とさせていただきます。 

 

(４) 令和４年所得等報告書について 

 ○ 太田会長 議題の３番目は、「令和４年所得等報告書について」です。この審査は、 

倫理法第８条の規定に基づいて、本省審議官級以上の隊員から提出された報告書につ 

いて、当審査会が審査を行うものです。 

それでは、服務管理官から御説明をお願いします。 

 

 ○ 服務管理官 資料５を御覧ください。ここで上がっております所得につきましては、

不動産所得、それから国からの給与以外の給与所得で医官におかれましては、兼業が認

められております。それから雑所得として主に講演や原稿の執筆に関するもの、一時所

得については保険の給付金が計上されておりまして、株式等の所得につきまして、源泉

徴収選択口座を選択していることを報告すれば、金額の報告は必要ないため、このよう

な記載となっております。不動産の所得につきましては、賃料収入ということでござい

ます。それから給与所得の部分についても、医官の２名ということで、それぞれ大学で

すとか、県の医療関係の部署から支払われているということでございます。雑所得につ

きましては、原稿料、講演料、印税、監修ということで、贈与等報告書で報告されるよ

うな内容になっておりまして、一部違うものとしましては、生命保険の年金受給という

ものがございます。一時所得につきましては、保険の給付金ということでございます。 

   私からの説明は以上でございます。 

 

 ○ 太田会長 ありがとうございました。 

それでは、ここで所得等報告書の審査に入りたいと思います。所得等報告書に対する

御質問、御意見がありましたら、よろしくお願いします。 

 

○ 委員 意見なし。 

 

○ 太田会長 御質問、御意見等がなければ、所得等報告書については以上とします。 

 

(５) 令和４年度第４四半期贈与等報告書について 

○ 太田会長 議題の４番目は、「令和４年度第４四半期の贈与等報告書」の審査につい
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てです。この審査は、倫理法第６条の規定に基づいて、５千円を超える贈与等を受けた

部員級以上の隊員が提出をした「令和４年度第４四半期の贈与等報告書」について、当

審査会が審査を行うものです。 

  それでは、服務管理官から説明をお願いします。 

 

 ○ 服務管理官 資料６をご覧ください。令和４年度第４四半期の報告件数は、５１９件

でございます。上のグラフをご覧いただきますと令和４年度におきましては、ウクライ

ナに関連するテレビ出演等に対する謝礼を中心としまして、防衛研究所の報告が増え

ており、今回に関してもかなりの数を占めております。左下の表をご覧いただきますと

最も報告件数として多いものは、今申し上げましたテレビ出演等に対する謝礼であり、

全体の３５.３％になっております。それから次に報告が多いものとしましては、物品

の贈与で２７.６％でございますが、これらは主に北海道の雪まつりが新型コロナウイ

ルスが終息したことに伴い、再開されまして、地域は複数の場所に分かれるわけでござ

いますけれども、それらに対する激励品に係る報告書が全体として数を増やしており

ます。講演等に対する謝礼につきましてもウクライナに関連するものが中心となって、

数が増えている状況でございます。 

   それでは資料７と８に沿って、御説明させていただきます。基因別の内容につきまし

て、利害関係者からの贈与等報告書は、医官が製薬会社又は医療機器メーカーから依頼

を受けた講演の謝礼として多く報告されるわけでございますが、それに加えまして物

品等の贈与で２件の報告が上がってきています。 

１番目は賞金の贈与でありますが、２番目、３番目については、船舶の運航会社が主

催する立食パーティーにおきまして、記念品を受け取ったというものでございます。６

番目から１８番目までにつきましては、表敬時等の儀礼的贈り物であり、大使館や自衛

隊に関連する団体に関係するものが計上されております。続いて１９番目から３１番

目は、就任祝い等に対する贈り物になります。これは着任時の胡蝶蘭等の花の贈与が多

くなっております。   

３２番目からは自衛隊の活動に対する激励品になっております。３２番目、３３番目

につきましては、訓練に参加した際の激励品となっておりまして、それから、トルコ共

和国で地震がございまして、国際緊急援助活動に対する激励品というものが３４番か

ら３６番に計上されております。３７番から４６番におきましては、派遣海賊対処部隊

に対する激励品でございます。続いて４７番から５３番につきましては、国内における

災害派遣に対する激励品であり、４７番は断水に対する災害派遣、４８番から５２番ま

では鳥インフルエンザに対する災害派遣、５３番は土砂崩れに対する災害派遣でござ

います。それから、大規模接種会場に対する激励品が５４番～５７番ということでござ

います。その中で５４番が今期１件当たりの金額としては一番大きいものになってお

ります。続きまして、５８番から１４１番までは、冒頭申し上げました雪まつり関係の

激励品でございます。地域としましては、旭川、札幌、帯広、稚内、網走とそれぞれ地

域が分かれておりますが、件数として１番多いものは、札幌雪まつりに対するものとな

っております。残りの１４２番から１４４番に関しては、コンサートチケット、川柳の
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賞品、だるまをそれぞれ計上しております。 

続きまして１４５番から１７１番までは供応接待でございますが、最初の２件につ

いては、先ほど申し上げました船舶の運航会社の立食パーティーそのものに対する報

告が利害関係ありとして上がってきております。それ以外の供応接待については、多く

は大使館、防衛装備品の展示会におけるレセプションなどとなっております。派遣海賊

対処部隊に対する供応接待につきましては、一般社団法人が感謝の集いを主催してお

ります。著述に対する謝礼が１７２番から２３２番までの６１件ございまして、そのう

ち１９２番までの２１件が部内における機関紙となっております。 

 

〇 委員 枚数が凄く多いものが２１３番になりますね。 

 

〇 服務管理官 はい。２１３番については、５５０，０００円ということですが、原稿

用紙としては５７０枚となっておりまして、１枚あたりに換算しますと９６５円とな

っております。 

 

〇 委員 これは印税ではなく、原稿料ということでいいですか。 

 

 ○ 服務管理官 これは原稿料でございます。 

 

○ 服務管理官 ２３３番から２４２番までが著述に対する印税となっております。特

に一部あたりの金額が大きいものとしては、２３５番は１部あたり２４９円で、２４１ 

番は１部あたり２９７円、２４２番は１部あたり３３４円となっております。２４３番 

から３３３番までの９１件が、講演等に対する謝礼となっておりまして、このうち利害 

関係のある相手方が１６件ございまして、これは医官と製薬会社、医療機器メーカーと 

の関係となっております。利害関係者からの依頼に応じて行う講演等は、報酬が１時間 

あたり２万円以下となっており、いずれも基準のとおりとなっております。講演等に対 

する謝礼のうち１番高いものは２７９番で２２２，７４２円となっております。 

   テレビ出演等に対する謝礼は、３３４番の防衛大学校長を除きまして、全て防衛研究 

所となっております。５１７番から５１９番までの３件が、新聞等へのコメントに対す 

る謝礼ですが、こちらも３件とも防衛研究所でございます。贈与等報告書につきまして 

の説明は以上でございます。 

 

 ○ 太田会長 ありがとうございました。それでは、贈与等報告書の審査に入りたいと思

います。贈与等報告書に対する御質問、御意見を頂きたいと思いますので、よろしくお

願いします。何かございますでしょうか。 

 

○ 委員 １４５番、１４６番の立食パーティーに係る報告書の中で、その場に居合わせ

た者として２名の方が記載されていますが、この方々は自衛官ですか？ 

 



 

 

6 

 

 〇 服務管理官 おっしゃるとおりです。 

 

○ 委員 この方々の報告がないですね。 

 

○ 服務管理官 この２名については、それぞれ報告者自身の略称になりますので、報告

はされています。 

 

○ 委員 了解いたしました。ありがとうございます。 

 

○ 委員 １４５番、１４６番にある事業者は、自衛隊とどういった利害関係があるので

しょうか。 

 

〇 航空幕僚監部 離島の基地がありますので、その基地に対してフェリーを活用した

物資の運搬に係る契約を行っている関係になります。 

 

〇 委員 輸送等に関して、契約関係があるということですね。 

 

〇 航空幕僚監部 おっしゃるとおりです。 

 

〇 太田会長 ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。 

 

○ 委員 利害関係者からの依頼に応じて行う講演等の謝礼は２万円が上限となってい

ますが、この上限はいつ頃からありますでしょうか。 

 

○ 服務管理官 自衛隊員倫理法が制定された当初からございますが、報告等を定めた

事務次官通達の別表において基準額として記載しておりまして、平成１２年の制定当

初から変更はありません。 

 

〇 委員 最近のウクライナ情勢によって、利害関係がない事業者等からの依頼に基づ

く講演が増えていることを考えると利害関係がある場合の講演料の基準額の改定を検

討してはいかがでしょうか。 

 

○ 服務管理官 国家公務員の動向を確認した上で、基準額変更の可能性について確認

をしたいと思います。 

 

○ 委員 ありがとうございます。 

 

○ 太田会長 他に何かございますでしょうか。 

 



 

 

7 

 

○ 委員 １７１番で、芸能プロダクションから屋形船で供応接待を受けていますが、ど

ういった経緯で接待を受けたのでしょうか。 

 

〇 事務局 経緯を確認します。 

 

○ 服務管理官 おそらく前職での個人的な関係であると推測されますが、この件につ

いて確認したいと思います。 

 

〇 委員 ３３３番で、参加料が１４時間となっていますが、１４時間講演を行ったとい

うことなのか、あるいは、参加した時間が１４時間で、そのうち講演時間は１時間～２

時間なのか、どちらでしょうか。 

 

〇 防衛研究所 細部は確認させていただきます。 

 

〇 服務管理官 シミュレーションということですので、机上で事態が起きた際の推移

について、指揮所演習を２日間に渡って行い、それをこのような形で報告したものであ

ると推測されますので、おそらく実働時間として自分自身もプレイヤーとしてシュミ

レーションの中で役割を果たしていったという意味であると思いますが、事後確認し

て報告したいと思います。 

 

〇 委員 ありがとうございます。 

 

〇 太田会長 他に皆様から何かございますでしょうか。他に御質問、御意見等がなけれ 

ば、贈与等報告書については以上とします。 

 

(６) 議題の採択等について 

○ 太田会長 では、本日審議されました「第９７回自衛隊員倫理審査会議事録」、「令和

４年株取引等報告書」、「令和４年所得等報告書」及び「令和４年度第４四半期の贈与等

報告書」につきまして、各委員に承認をいただきたいと思いますので、御手元の決裁用

紙にサイン又は押印をお願いいたします。 

  

(７) 閉会の辞 

○ 太田会長 それでは、次回の審査会につきましては、１０月上旬頃を予定しておりま

すので、こちらのスケジュールについては、委員の皆様の御都合を承りつつ、事務局か

ら個別に連絡させていただきたいと思います。 

以上で、本日予定しておりました議題につきましては、全て審議が終了いたしました。 

本日は、誠にありがとうございました。 


